
 

 

 

 

 

逆線引きに係る地元説明の開始について 
 

１ 要旨・目的 

市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する逆線引きについて、

市街化区域を有する県内 13 市町において、２回目の取組に係る地元説明を開始する。 

 

２ 現状・背景 

令和３年７月に取組方針を策定し、令和６年度末に１回目の逆線引きを行った。 

２回目の取組は、令和７年２月に策定した２回目以降の取組方針（別紙１）に基づき、

逆線引きを進めることとしている。 

このため、令和 10 年度末の都市計画変更に向け、県が抽出した候補箇所について、市

町が主体となって現地調査を行ったところである。 

 

３ 概要 

(1)  対象箇所（２回目） 

市街化区域の縁辺部における土砂災害特別警戒区域内で、宅地と開発見込みの高い低

未利用地（田畑、平面駐車場等）が混在している箇所のうち、低未利用地 
 

(2)  実施内容 

地元説明は、市町が主体となり、土地所有者等に対し災害リスクの高い区域における

土地利用の危険性や本取組の必要性、生活への影響などを丁寧に説明する。 

県においては、説明資料の作成や説明会への職員派遣のほか、各市町の実施方法や時

期等について県ＨＰで発信するなど、必要な支援を行い、市町と連携し取組を進める。 

 

(3)  スケジュール 

 福山市においては、令和８年４月から個別に説明を開始することとしており、その外

の 12 市町においても、令和８年度内の完了を目途に順次実施する予定である。 

 

(4)  予算（単県） 

令和８年度当初予算額 8,500 千円 

（持続可能なまちづくり推進事業(市街化調整区域への編入)）  

 

４ その他（逆線引きに関する意識醸成） 

取組の推進にあたっては、土地所有者をはじめ県民の意識醸成を図っていくことが重要

であることから、令和７年 11 月に逆線引きの取組方針やＱ＆Ａ等をまとめた資料（別紙

２）を作成し、県ＨＰに公開した。 

令和８年３月には、将来的な対象箇所も含めて、地図上で可視化した図面（別紙３）を

新たに作成し、県ＨＰに公開した。 

（県 HP URL）：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/105/gyakusenbiki.html 

令和８年５月 25 日 
課 名 土木建築局都市計画課 
担当者 課長 梶村 
内 線 4110 

資料番号    ６ 
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逆線引き対象箇所の可視化図面の一例 別紙３ 


